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    定期健康診断（内科健康診断）の実施について 
 

日頃から、本校の教育活動にご理解、御協力いただきありがとうございます。 

４月から６月にかけて定期健康診断を行います。健康診断の目的や、検査方法、服装等については次

のとおりですので、ご一読ください。。 

なお、健康診断について御心配なことがありましたら、養護教諭（小林）までお問い合わせくださ

い。 

【内科健康診断の目的と検査項目】 

健康診断は、お子さんの健康状態を確認するための貴重な機会であり、また、お子さん自身が生涯に

わたる健康管理と健康の大切さを学び、それを実践するための力を育むための教育活動の場でもありま

す。内科健康診断では、医師（内科学校医）が、「心臓の疾病及び異常の有無」のほか、「脊柱及び胸

郭の疾病」や「皮膚疾患の有無」等について診察します。医師が行う医療行為であり、正確かつ適正に

診察・検査を行うことで病気を早期に発見し、治療につなげることが重要です。 

 

【内科健康診断の検査方法と服装】 

診察は、児童（生徒）の身体が周囲から見えないよう、囲いやカーテン等による個別の診察スペース

で、養護教諭等の教職員が立ち会って実施しています。 

検査・診察時の服装については、正確な検査・診察に支障のない範囲で、原則、体操服や下着等の着

衣、又はタオル等により身体を覆い、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮しながら行いますが、正

確な検査・診察を行うため、必要に応じて、医師が以下の対応を行います。 

① 脊柱の疾病及び異常の有無 

保健調査票等の情報を参考に、脊柱の捻れやわん曲などの脊柱の疾病及び異常の有無を確認する際

に、正確な判断を行うため、視診し、必要に応じて、背中や腰を触診する場合があります。 

② 胸郭の疾病及び異常の有無  

保健調査票等の情報を参考に、胸部の陥没や突出等の変形などの胸部の疾病及び異常の有無を確認す

る際に、正確な判断を行うため、視診し、必要に応じて、前胸部等を触診する場合があります。 

③ 皮膚疾患の有無  

伝染性軟属腫（みずいぼ）や伝染性膿痂疹（とびひ）、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患の有無を確

認する際に、皮膚の状態を視診し、必要に応じて、触診する場合があります。なお、特に外傷の疑いが

ある場合などは、臀部や腹部を視診する場合があります。 

④ 心臓の疾病及び異常の有無 

心臓の疾病及び異常の有無を確認する際に、下着等の上からでは心臓の音が聞こえづらいため、肌に

聴診器を当て聴診します。 

 

連絡先：川崎市立南菅学校  電話 944―5320 

 


